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業務番号 7壱文ス第53号

業 務 名 文化スポーツ施設の防火対象物定期点検業務

履行場所 壱岐市内



文化スポーツ施設の防火対象物定期点検業務仕様書 

 

本委託業務は、文化スポーツ振興課所管の文化・スポーツ施設について、消防法第８条の２の２の規

程に基づき、防火対象物の点検及び報告に関する業務を委託するものとする。 

 
１ 業 務 名  文化スポーツ施設の防火対象物定期点検業務 

 
２ 履行期間  契約日から令和 7 年 12 月 25 日 

 
３ 防火対象物の施設名称及び住所 

№ 施 設 名 称 住  所 収容人数 棟数 

① 大谷公園体育館 壱岐市郷ノ浦町田中触１２２３番地 300 人以上 1 

② 石田農村環境改善センター 壱岐市石田町池田東触６７２番地１ 300 人以上 1 

③ 石田スポーツセンター 壱岐市石田町石田西触１２６４番地４ 300 人以上 1 

④ 壱岐西部開発総合センター 壱岐市勝本町西戸触１８２番地  300 人以上 1 

⑤ 
壱岐島開発総合センター 

(全天候多目的施設は含まない) 
壱岐市芦辺町諸吉大石触１７９番地２ 300 人以上 1 

４ 業務内容 

 （１）点検項目及び点検内容 

消防法施行規則第４条の２の６の規定に基づく防火対象物の点検基準に従い点検することと

する。 

 （２）点検実施日 

     受託者は点検実施日を予め委託者に連絡することとする。 

 （３）点検資格者 

     受託者は点検において消防法に定められた資格を有する者が実施することとする。 

なお、点検資格者であることが証明できる書類を提出することとする。 

 （４）点検報告書の提出 

     受託者は消防署長へ提出する点検報告書を、委託者へ提出することとする。 

 （５）消防法の遵守 

     受託者は全ての業務において、消防法に従い実施することとする。 

 

５ 費用負担  業務に係る費用については受託者の負担とする。 

 

６ 賠償責任  業務の実施に関して発生した損害（第三者に与えた損害を含む。）については、受託者

は生じた経費分を負担する。ただし、その損害が委託者の責に帰すべき事由による

場合においては、この限りではない。 

 

７ 点検時間  原則として平日９時から１７時までとし、これによらない場合は委託者と協議のこと

とする。 

 
８ 支払方法  支払は業務終了後、請求があってから３０日以内に支払うこととする。 

 
９ そ の 他  上記仕様によらない場合及び詳細については、担当者の指示によることとする。 



総     括     表

業 務 名 ：⽂化スポーツ施設の防⽕対象物定期点検業務

業務番号：7壱⽂ス第53号

名称・項⽬ 数 量 単 位 単  価 ⾦  額 備    考

A.点検業務 1 式  別紙内訳書

B.諸経費 1 式

 消費税 10 ％

合     計



内    訳    書  

名称・項⽬ 数量 単位 単  価 ⾦  額 備    考

①⼤⾕公園体育館

 基本料 1 式

 点検料 2,690 ㎡

 報告書作成費 1 式

②⽯⽥農村環境改善センター

 基本料 1 式

 点検料 1,921 ㎡

 報告書作成費 1 式

③⽯⽥スポーツセンター

 基本料 1 式

 点検料 3,346 ㎡

 報告書作成費 1 式

④壱岐⻄部開発総合センター

 基本料 1 式

 点検料 1,522 ㎡
※1階 劇場【⼤ホー
ル】は含まない

 報告書作成費 1 式

⑤壱岐島開発総合センター

 基本料 1 式

 点検料 1,787 ㎡
※全天候多⽬的施設は含
まない

 報告書作成費 1 式

計



長崎県壱岐市

参　考　資　料

（起工）

業務番号 7壱文ス第53号

業 務 名 文化スポーツ施設の防火対象物定期点検業務

履行場所 壱岐市内

《特記事項》

　本資料は、あくまで入札参加業者の適正・迅速な見積りに供する
ための参考資料であり、何ら請負契約上の拘束力を生ずるもので
はない。
　業務の実施にあたっては、この趣旨を十分理解し、事故発生等の
事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。



位　　置　　図

7壱文ス第53号

文化スポーツ施設の防火対象物定期点検業務

① 大谷公園体育館

② 石田農村環境改善センター

③ 石田スポーツセンター

④ 壱岐西部開発総合セン

ター

⑤壱岐島開発総合センター
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